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平成１９年度財務定期監査（Ⅰ期）措置状況 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

Ⅰ 保健福祉局（総務部），区役所（生活保護関係）

（1）収入に関する事務 
① 生活保護に係る法第 78 条徴収金の決定を

速やかに行うべきもの 
生活保護法第 61 条において，被保護者には収

入，支出その他生計の状況の変動などについて

の届出義務が課されているが，この届出義務を

怠り申告していない収入が判明した場合，法第

78 条徴収金として，被保護者から保護費を徴収

することができる。 
 しかし，以下のとおり，未申告収入を把握し

たものの，監査日現在，法第 78 条徴収金決定

が行われていない事例が見受けられた。 
速やかに徴収金決定を行うべきである。 

 

 

 

 

事例１ 平成19年10月18日に第78条に基

づく徴収金を決定する措置を講じた。 

事例２ 平成19年11月27日に第78条に基

づく徴収金を決定する措置を講じた。 

 

 

 

 

 
 
 
 

措置済 
 

措置済 
 
 

 

 監査時点 収入把握時点 未申告収入の内容 担当課 
事例 1 19年10月 

 
18 年 4 月 14 年 10 月受領    

生命保険解約返戻金 
兵庫区保健福祉部

保護課 
事例 2 19年10月 18 年 10 月 17 年 1 月からの稼働収入 垂水区保健福祉部

保護課 
      

 

（2）支出に関する事務 
① 健診料の支出事務を適正にすべきもの 

薬品等特殊化学物質を取り扱う事業所の職員

を対象に健康診断を実施しているが，健診料に

ついて，医療機関と締結した協定書と異なる単

価で算定した金額を支出していたほか，同一の

健診内容であるにもかかわらず実施医療機関

によって支出単価に差異が生じている事例が

見受けられた。 （保健福祉局総務部庶務課）

  協定書内容を見直すとともに，履行確認を適

正に行うべきである。 
 

 
 
 指摘以降実施分については、支出内容を

同様のものとし、支出単価が「電子化加算」

を除き同一の単価となるよう措置を講じ

た。 
 また、平成 20 年度の覚書締結に際し、

内容の見直しを行い、履行確認を適正に行

う。 

 
 

措置方針

等 

② 補助金交付要綱を速やかに改正すべきもの

民間救護施設等社会福祉施設が国の定める基

準を超えて職員の配置を行った場合，要綱に基

づき職員加配補助金を交付している。 
国の通知を受けて，高額繰越金を有する施設

 
補助金交付要綱を改正する措置を講じ

た。 

 
措置済 
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に対する補助金については，算定方法を変更し

たにもかかわらず，要綱の改正が行われていな

かった。 
 (保健福祉局総務部計画調整課，保護課）

要綱は，補助金交付の根拠規定であり，速や

かに改正を行うべきである。 
③ 生活保護に係る扶助費の支給を適正に行う

べきもの 
生活保護法第 4 条では保護の補足性が規定さ

れており，保護開始時に生命保険契約を保有し

ている場合，他の資産同様，解約して返戻金を

最低生活の維持に活用させるのが原則だが，返

戻金が少額である場合などは保険金，解約返戻

金を受領した時点で法第 63 条返還金とするこ

とを条件に保有を認めることができる。 
保有を認めた生命保険に入院給付金特約があ

るにもかかわらず，被保護者の入院後に給付金

の有無について確認を行っていない事例が見受

けられた。   （長田区保健福祉部保護課）

資産の保有を認めた場合，その状況を適正に

把握し，扶助費の支給を行うべきである。 
 

 
 
保有を認めた生命保険の入院給付金特

約に該当することを確認し、直ちに世帯主

の母親に保険給付の申請を行うよう指導

した。今後、入院給付金受領時に、法第

63 条により返還決定を行う。 

 
 

措置方針

等 

（3）財産の管理に関する事務 
① 生活保護に係る現金の取扱を適正にすべき

もの 
ア．戻入現金（分割納付分）の取扱を適正にす

べき事例 
現金取扱事務の手引（公金編）によると，

最終的に公金として収納する現金を受領した

場合は，所定の金額に達するまで預かること

なく，直ちに出納員等による収納を行い，所

定の領収証を発行することとなっている。 
被保護者が生活保護費戻入の一部となる現

金を持参した場合，独自の預かり書を交付す

る若しくは事実上預かることとした上で，戻

入金額に達するまで金庫内に保管している事

例が各区において見受けられた。 
       （保健福祉局総務部保護課）

生活保護費戻入現金（分割納付分）の取扱

を定め，準公金との区分を明確にするよう指

 
 
 
ア 被保護者の収入の増加等により、戻入

金が発生する場合には、翌月以降戻入金

相当分を収入として認定する取り扱い

とすることを原則としているが、例外的

に戻入処理を行う場合がある。この処理

を安易に行わないため、及び戻入処理は

原則年度内に行う必要があるため、生活

保護システム上では戻入金の分割納付

について一定の制限をかけている。この

取り扱いが指摘の原因となっているも

のと考えられるため、システム上分割納

付が可能となるよう処理の見直しを検

討している。 
 
 

 
 
 

措置方針

等 
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導を行うべきである。 
 
イ．多額の現金を金庫内に保管している事例 

平成19年8月に被保護者の依頼に基づいて

法第 63 条返還金となる現金を預かったが，監

査日現在（平成 19 年 10 月 16 日）返還決定

が行われておらず，金庫内に多額の現金を保

管している事例が見受けられた。 
        （西区保健福祉部保護課）

速やかに法第 63 条返還金決定を行うとと

もに，長期間金庫内に多額の現金を保管する

ことがないよう事務処理を適正に行うべきで

ある。 
 

 
 
イ 照会先からの回答に時間を要したこ

とから、返還決定が遅れたものである

が、平成 19 年 11 月 21 日に返還決定を

行い、保管していた現金を返還金として

納付した。 
今後は、調査先からの回答を早期に求

め、決定までの期間短縮を行うよう措置

を講じた。 

 
 
措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

Ⅱ 保健福祉局（病院関係） 

（1）収入に関する事務    
① 外来未収金の計上を適正にすべきもの 
【重点監査項目】 

外来診療に係る患者一部負担金について，

中央市民病院では実収入額を調定額としてお

り，決算上未収が生じない形になっているた

め，平成 17 年度以前の未収金はゼロで計上さ

れている。また,西市民病院では，納付書送付

分のみを未収金計上しているため，未収金は

少額である。これに対し，入院の場合は，両

病院とも請求点数から算定した患者一部負担

金の額と実際の入金額との差を未収金としこ

れを決算書に反映している。 
(医療センター中央市民病院，同西市民病院) 
外来は患者数が多く，また医療保険の変更

も頻繁にあるため，入院と同様の処理をする

には現場の負担が大きいとのことであるが，

未収金が決算に反映されない現行の処理方法

は適切な会計処理とは言いがたい。日々の未

収金は実際にはシステムで簿外管理している

ため，年度末にそれを集計し実質的な未収金

額を決算書に反映することを検討すべきであ

る。 
 

 
 
 
 
外来未収金の額を決算に反映させるこ

とできるよう、年度末で一括して計上する

など，検討していきたい。 
  

 
 
 
 

措置方針

等 

② 治験研究費に係る未収金の解消を図るべき

もの【重点監査項目】   
平成 18 年度決算において，平成 17 年度に

発生した医業外収益未収金に，多額の残高が

ある。その主な理由として治験研究費にかか

る未収収益があるが，請求状況，収納状況等

の詳細を確認できない状態である。 
     （医療センター中央市民病院）

早急に実態を確認し，未納のものについて

はただちに請求し，二重に収益計上したため

に収納済の債権が残っている等の場合は，適

切な会計上の処理をすべきである。 
 

 
 
多額の未収調定が残っている原因とし

て，二重に収益を計上したものについては

過年度損益修正を行う措置を講じた。 
また，現時点においても断定にまで至っ

ていないものにあっては，引き続き確認作

業を行なう。 
 

 
 

措置方針

等 
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（2）支出に関する事務     
① 医師招聘謝礼の支給を適正に行うべきもの

応援医師の報酬基準について，医師免許取

得後の年数と業務時間により，報酬を支出す

ることとしている。なお，報酬基準の但書に

は，緊急的に応援医師を確保する必要がある

場合は最高額の基準を用いることもある旨の

規定がある。 
監査日現在，上記の但書に該当するケース

ではないにもかかわらず，医師免許所得後の

年数の確認をせずに，最高の支給基準で支出

している事例が見受けられた。 
(医療センター中央市民病院) 

基準を定めている以上，医師免許の写し等

を徴収した上で，報酬基準に則った支出をす

べきである。 
 

 
 
 医師免許の写し等を徴収する措置を講

じた。医師免許のコピー等で確認できない

場合は，応援医師に確認するよう改善する

措置を講じた。 
 特殊な技能を要する手術を依頼する場

合や，確保困難な診療科医師を招聘する場

合があり，事例ごとに但書の基準を準用で

きると判断される場合に限り，支出してい

る。 

 
 

措置済 

（3）契約に関する事務     
① 委託料の積算を適正に行うべきもの 

看護師確保のために病院内に保育所を設置

し，運営を社会福祉法人に委託している。委

託料は，年齢別の保育児童数を基に算定，児

童総数で精算しているが，算定根拠となって

いる年齢別の児童数(以下，「算定児童数」と

いう。)が実際の児童数と乖離している事例が

見受けられた。(医療センター中央市民病院) 
直近 3 年間の状況をみると，0 歳児につい

て実際の児童数が算定児童数の半数以下しか

いないなど年齢によってアンバランスが生じ

ているだけでなく児童の総数も減少傾向であ

るが，長期間見直しがされていない。今後の

児童数の動向には不安定な側面があるのは事

実であるが，一定の期間毎に，年齢別の算定

児童数を実態に応じて見直し，委託料の適正

化を図るべきである。 
 

 
 
 平成２０年度より年齢別児童予定数を

考慮して，当初委託費の積算根拠を一定期

間毎に見直す措置を講じた。 

 
 

措置済 

② 委託契約に係る契約手続を適正にすべきも

の         
ア 地方公営企業法においては，地方自治法と

同様，私人に公金の徴収事務を行わせる場合

 
 
ア 救急にかかる受付・会計業務のうち，

会計業務については，平成 20 年度から，

 
 

措置方針

等 
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には，徴収に関する委託契約を締結するとと

もに，その旨を告示する必要がある。また，

徴収委託を行う場合には，地方公営企業法及

び同法施行令に基づき，受託者は，収入の調

定から収納までの一連の事務を受託者の権限

で行い，計算書を添えて会計管理者または指

定金融機関に払い込むとともに，地方公営企

業法の財務規定等を適用する事業の会計規則

に基づく協議を行うこととされている。 
救急に係る受付・会計業務を委託している

が，この内，会計業務については，患者一部

負担金の徴収・保管や領収書の発行等を行っ

ていることから，このような業務の委託は金

銭出納員の事務補助ではなく，「私人へ徴収委

託」にあたると解される。 
年度当初の契約締結時に行財政局監察室か

ら，救急に係る受付業務と徴収業務とを分離

し，徴収業務については，法令に沿った手続

をするようにとの指摘があったにもかかわら

ず，監査日現在(H19.10.19),未だ必要な事務処

理が行われていない事例が見受けられた。 
      (医療センター中央市民病院) 
会計業務については受託者名で行うよう契

約内容を改めるとともに，告示や会計室との

協議等法令に沿った手続をとるよう事務手続

を見直すべきである。 
 

イ 病院における受付・会計・その他業務を委

託しているが，監査日(H19.10.19)現在，平成

19 年度の委託契約が未だ締結されていない

事例が見受けられた。     
(医療センター中央市民病院) 

前年度の業者が引き続き業務を行っている

とのことであるが，双方の合意内容が契約書

として明文化されない中での業務継続は契約

の安定性，確定性，第三者への対抗力等の見

地から決して好ましいことではない。また,委
託先職員の労働条件を不安定にさせ，公共団

体としての信頼性が失われる恐れすらある。

早急に委託先と協議を行い，適正な契約を締

結すべきである。 

受託者名で行なうよう契約内容を改め

る方向で事務手続を見直す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 早急に協議をまとめ，契約を締結し

た。今後は遅延しないよう留意する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 
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③ 物品購入の契約方法を適正にすべきもの 
複数の物品購入について，課長専決契約の

範囲内に分割して支払っている事例が見受け

られた。           (経営管理課)
同一の物品を，同じ業者に，同時期に支払

うのであれば，経済性の観点からも 1 本にま

とめて経理契約すべきである。 
 

 
該当事例について、平成 19 年度より経

理契約へ変更する措置を講じた。 

 
措置済 

④ 委託内容を見直すべきもの 
平成 18 年度において，「中央市民病院との

連携に関する調査等業務」を財団法人 先端

医療振興財団(以下，「財団」という。)に委託

している。委託業務の内容は，(1)連携の現状，

あるべき方向，将来的な連携に向けた課題の

整理，提言に関する中央市民病院等との調整

等，及び(2)連携会議(幹事会)の開催(日程調整，

議題集約，会議資料作成，議事録作成)である。

              (経営管理課)
しかしながら，この委託契約は，①委託料

の算定根拠や業務(2)以外は具体的な業務内容

が明確ではない，②委託事務の執行の適正化

に関する要綱に基づく適正な内容の事業実績

報告書が提出されていない，③契約書に収入

印紙が貼付されていないなどの不備があり，

適正な契約手続をすべきである。 
また,業務(1)については，連携事業における

一方の当事者であり利害関係者である財団に

委託する方式がのぞましいか，疑問の残ると

ころである。連携事業の方向性等については，

検討過程の透明性・客観性等を確保するため，

外部の有識者等を入れた審査委員会を設置す

るか既存の審議会等を活用し，そこに諮問す

る方式がのぞましい。次に，連携会議開催等

に係る事務補助については，信頼できるコン

サルタントに委託する，あるいは財団を連携

事業の事務局と位置づけ本来業務の一部とし

て事務執行させる等の方策を検討されたい。

 
 

 
４月１日現在、報告書は提出済で、印紙

の貼付についても、保管すべき契約書が逆

になっていたためであるので交換し、適正

な契約手続きとなるよう措置を講じた。 
また、指摘された委託内容については，

平成 19 年度からは，財団を連携事業の事

務局と位置づけ本来業務の一部として事

務執行するように措置を講じた。 
 

 
措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

Ⅲ 環境局 

（1）収入に関する事務 
① 償還金（電気料）の算定を適正に行うべき

もの 
飲料水及びたばこの自動販売機の行政財産

の目的外使用に係る償還金（電気料）の算定

を誤っている事例が見受けられた。 
  （東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨事業所，

西クリーンセンター）

適正な事務処理を行うべきである。 
 

 
 
 
 
20 年度以降適切な計算方法により算出

した金額を徴収する措置を講じた。 

 
 
 
 

措置済 
 

（2）支出に関する事務 
① 前渡金の管理を適正に行うべきもの 

公用車に掛けている任意保険について，被

害者が入院した際に保険会社より，事故の相

手方への見舞い等の臨時費用に充てる保険金

が支払われているが，保険金が直接前渡金管

理者の預金口座へ入金されている事例が見受

けられた。 
臨時費用に充てる保険金であっても，一旦

市の歳入とし，必要に応じて支出すべきであ

る。         （自動車管理事務所）

 
 
平成 19 年 4 月 17 日発生の人身事故に

よる保険会社からの見舞金については、平

成 19 年 12 月 14 日、調定第 16 号にて市

の歳入として処理する措置を講じた。な

お、相手方への支払いについては、示談が

完了していないため、現在も支出していな

い状態である。  
今後、同様の事例が発生した場合には、

一旦市の歳入とし、必要に応じて支出する

よう、措置を講じた。 
 

 
 

措置済 

② 補助金の精算を適正に行うべきもの 
エコタウン活動に対する助成金は，基礎的

活動助成金，地域情報紙等による広報活動，

その他の活動に区分し，それぞれに上限を設

けているが，精算に当たり，実施要綱（エコ

タウンまちづくり支援要綱）に各区分の流用

に関する規定がないにもかかわらず，区分に

より流用されている事例が見受けられた。 
             （地球環境課）

適正な事務処理を行うべきである。 
 

 
 平成 20 年 4 月 1 日付でエコタウンまち

づくり支援要綱の改正を行い、基礎活動助

成金、地域情報紙等による広報活動、地域

が取り組む環境にやさしい取り組みの実

績額の合計が助成金を下回る場合にのみ、

剰余金の返還を求める旨の規定を設け、各

区分の流用を図ることを可能とする措置

を講じた。 

 
措置済 

③ 遅滞なく支払いを行うべきもの 
支払は請求書受理後 30 日（工事代金につい

ては 40 日）以内に行わなければならないが，

支払が遅延している事例が見受けられた。 
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適正な事務処理を行うべきである。 
ア 平成 19 年度分のタクシー代（4 月 21 日

利用分以降）及びＥＴＣ利用代が，監査日

（平成 19 年 9 月 13 日）現在，支出されて

いない事例    （事業系廃棄物対策室）

 
イ 平成 19 年度分の物品（消耗品及び備品）

の支払いが支出命令書の紛失により，遅延

している事例       （垂水事業所）

 

 
ア 指摘された 2 件については、平成 19
年 10 月 5 日までに手続を完了し、その

後の請求分については、請求書受領後速

やかに支出し、適正な事務処理を行うた

めの措置を講じた。 
イ 支払い手続き上、事業所から本庁に支

出命令書を送付する場合には、送付記録

を取るとともに、一定期間経過後に確認

できない命令書についてはその都度確

認をとるよう、適正な事務処理を行うた

めの措置を講じた。 
 

 
措置済 

 
 
 
 

措置済 
 

④ プリペイドカードの支出を適正にすべき

もの 
年度当初のプリペイドカードの購入に際し

て，領収書の日付が前渡金の支出日よりも前

になっており，立替払いが生じている事例が

見受けられた。   （事業系廃棄物対策室）

適正な事務処理を行うべきである。 
 

 
 
前渡金支出が必要なものについては、立

替払いを行わずに済むように、適正な事務

処理を行うための措置を講じた。 

 
 

措置済 

（3）契約に関する事務 
① 契約方法を見直すべきもの 

クマデ・箕といったごみ収集業務に使用す

る消耗品については，各事業所単位で購入し

ているが，基本的に同等品であるにもかかわ

らず，購入単価が相当異なっている事例が見

受けられた。 
本件については，前回の定期監査において

も，一括購入や単価契約など，経費節減が可

能となる方法を検討するよう意見を付してい

たが，現在まで効果的な対応策が講じられて

いない。            （業務課）

必要な対応を行うべきである。 
 

 
 
平成 20 年度以降の契約について、各事

業所購入前に仕様の統一や購入店舗等に

ついて調整し、経費節減となるよう購入方

法の見直しを行う。 
 

 
 

措置方針

等 

（4）財産の管理に関する事務 
① 備品の管理を適正に行うべきもの 

備品については受払の都度，管理簿に記載

しなければならないが，以下のような改善を

要する事例が見受けられた。 
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適正な事務処理を行うべきである。 
ア 購入あるいは保管転換した備品（公用車

等）を備品管理簿に記載していない事例 
 （須磨事業所，垂水事業所，自動車管理事務所）

 
イ 保管転換した備品（公用車）を備品管理

簿に重複して記載している事例 
（長田事業所）

 
ウ 廃棄（車）した備品（公用車）が備品管

理簿に記載されたままになっている事例 
                 （西事業所）

 

 
ア 購入あるいは保管転換した備品を備

品管理簿に記載していない事例につい

ては、早急に備品管理簿に記載する措置

を講じた。 
イ 保管転換した備品を備品管理簿に重

複して記載していた事例については、早

急に備品管理簿から削除する措置を講

じた。 
ウ 廃棄（車）した備品（公用車）が備品

管理簿に記載されたままになっている

事例については、早急に備品管理簿から

削除する措置を講じた。 
 

 
措置済 

 
 
 

措置済 
 
 
 

措置済 
 

② 公用車の管理を適正に行うべきもの 
公用車の管理については，運転手は用務終

了後に，また運転職員は運転終了後に，それ

ぞれ運転日報を作成し，公用車管理者に報告

することとなっているが，以下のような改善

を要する事例が見受けられた。 
適正な事務処理を行うべきである。 

ア 運転日報が作成されていない事例 
              （垂水事業所）

 
イ 公用車管理者の決裁がされていない事例

       （庶務課，北事業所，西事業所，

自動車管理事務所，落合クリーンセンター）

 

 
 
 
 
 
 
 
ア 公用車運転にかかる運転日報を作成

し、適切な事務処理を行うための措置を

講じた。 
イ 運転日報に公用車管理者決裁覧を作

成し、決裁を行う措置を講じた。 
 

 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 

措置済 
 

③ ＥＴＣカードの管理を適正に行うべきもの

ＥＴＣを搭載した公用車については，ＥＴ

Ｃカードを使用した際，ＥＴＣカード使用簿

と運転日報により履行確認を行うこととなっ

ているが，ＥＴＣカード使用簿の記載と運転

日報の運転記録が一致しない事例が見受けら

れた。 
  （自動車管理事務所，東クリーンセンター，

西クリーンセンター）

適正な事務処理を行うべきである。 
 

  
ETCカード使用の際にはETCカード使

用簿と運転日報による履行確認を行い、今

後、ETC カードの管理を適正に行うため

の措置を講じた。 
 

 
措置済 

 


